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総括基準（直接請求における東京電力からの回答金額の取扱い

について） 

 

 

（総括基準）  
被害者の東京電力に対する直接の請求に対して東京電力の

回答があった損害項目については、当センターは、東京電力

の回答金額の範囲内の損害主張は格別の審理を実施せずに回

答金額と同額の和解提案を行い、東京電力の回答金額を上回

る部分の損害主張のみを実質的な審理判断の対象とする。  
 
（理 由） 

１  被害者の賠償請求権の簡易迅速な実現という当センターの

役割からすれば、直接の請求における東京電力の回答金額に

不満がある被害者については、その不満の当否、すなわち回

答金額を上回る部分の損害主張の当否のみを審理判断するの

が、当センターがその役割を果たす上において適当であると

考えられる。東京電力は、被害者からの直接の請求に対して

相応の調査をした上で回答を実施しているものと考えられ、

回答金額には相応の根拠があるのが通例である上、被害者は

最低でも回答があった金額は受領できるものと信じているの

が通常であるところ、当センターへの申立てをすることによ

り東京電力の回答金額よりも下回る金額しか賠償を受けられ

ないリスクがあるとすれば、当センターへの申立てをためら

う原因になり、被害者救済の上で適当ではないと考えられる。 
２ また、直接の請求に対して東京電力から回答があった金額

については、実質的には、被害者と東京電力の間で賠償の合

意があったものとみられ、このように実質的に合意が成立し

た部分については、改めて審理判断をする必要はないと考え

られる。  
 

以上  


